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久保田先生

はじめに
は
じ
め
に

１ 離婚後に起こり得るトラブルの種類

離婚後にトラブルが起こる場合としては、主として、離婚時に離婚

に関連する事項全てについて解決できていなかったために起こる場合

と、離婚後に、当事者一方あるいは他方の事情が変更することによっ

て起こる場合とに分けることができます。後者については、離婚時に

回避することはできませんが、前者については極力トラブルにならな

いように離婚時に解決しておくか、離婚時の解決が難しくとも離婚後

に速やかに後に紛争を残さない内容・方法で解決しておくことが重要

です。

以下、離婚に関連して、当事者間で協議・解決をしておくべき事項

について解説します。

(１) 離婚時の合意

離婚時の当事者間における合意の有無・合意の具体的な内容・合意

方法等によって離婚後に起こり得るトラブルの内容も変わってきます

し、対処方法も変わってきます。

離婚時にした合意が、法律上必須となる事項に関する最低限の合意

のみにとどまる場合、その他の関連事項について、離婚後に問題が顕

在化したり、トラブルになる可能性が出てきます。

ア 離婚時に必ず決めておかなければならない事項

離婚後の未成年の子の親権者の指定については、離婚の方法にかか

わらず、離婚時に必ずしなければならない事項であり、離婚時に必ず

決定しておかなければならないと現行民法で要求されている唯一の事

項です。

父母が協議上の離婚をする場合には、未成年の子について、父母の

一方を親権者と定めないといけないとされており（民819①）、未成年の
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江村先生

第１章 養育費に関するトラブル

〔１〕 離婚成立後に養育費等の条件を決めることになってい

たが、元配偶者が協議に応じてくれないとき

Case 元夫との間で、子の養育費などは離婚した後に決める

こととして、先に子の親権者を私と定めて離婚届を提出

しました。離婚後、改めて元夫に養育費について話合いを持ちかけま

したが、メールを送っても返事がなく、電話をかけても出ようとせず、

協議をすることさえできない状態です。元夫に協議に応じてもらい、

養育費を支払ってもらうためにはどうしたらよいでしょうか。

ＰＯＩＮＴ

✓ 養育費は、離婚後に請求することもできる。

✓ 協議が調わないときは、調停を申し立てる。

✓ 養育費は、原則として請求時が始期となる。

解 説

１ 離婚後の請求

第

１

章

養育費は、親の子に対する扶養義務に基づく（民877①）、子の監護に

要する費用の分担であり､父母が協議上の離婚をするときは､子の監護

について必要な事項として協議で定めることとされています(民766①)｡

ただし、離婚時に定めていなくても、離婚後に協議をして定めても

かまいません。

しかし、本Caseのように、元配偶者にメールを送っても返事がなく、

電話をかけても出ようとせず、協議に応じてもらえない場合は、元配

偶者に宛てて、養育費の支払を請求する催告書を郵送することが考え
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江村先生

参考書式

〇催告書（養育費の支払を請求する場合）

催 告 書

冠省

貴殿と私は、令和〇年〇月〇日、長女〇〇の親権者を私と定めて、離

婚しました。

ところが、貴殿には、養育費についての協議に応じてもらえず、今日

まで全くお支払いいただいておりません。

そこで、今月から長女〇〇が20歳に達する月まで、毎月末日限り、養

育費として月額〇万円を、下記口座宛てにお振込みによりお支払いくだ

さいますよう請求します。なお、振込手数料は貴殿にてご負担ください。

記

〇〇銀行〇〇支店（普通）〇〇〇〇〇〇〇 名義人〇〇〇〇

草々

令和〇年〇月〇日

〒〇〇〇―〇〇〇〇

〇〇県〇〇市〇〇区〇丁目〇番〇号

〇〇〇〇

〒〇〇〇―〇〇〇〇

〇〇県〇〇市〇〇区〇丁目〇番〇号

〇〇〇〇 殿

2頁
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横関先生

〔35〕 中学生になった子が親権者を非監護者父である自分に

変更したいと言ってきたが、親権者である元配偶者が認

めないとき

Case 私は４年前に離婚しましたが、その際、娘ら（長女：

当時12歳、二女：当時７歳）の親権者は元配偶者である

母親と定められました。現在、娘らはそれぞれ16歳と11歳になってい

ます。これまで、面会交流は、月に１∼２回程度のペースで特に問題

なく続けてきました。ただ、約１年前から、母親には新たに交際して

いる男性がおり自宅にも頻繁に出入りしているとの話を聞くようにな

りました。娘らは多感な時期を迎えていることもあり、相当に居心地

が悪いようです。また、長女は最近になって、大学へ進学したいとい

う希望をもつに至ったようで、学費などの経済面も含め、このまま母

親のもとで暮らすことに不安を感じており、先日の面会交流では、遂

に「妹と一緒にお父さんのところで暮らしたい」などと言うようにな

りました。そこで、私から母親の方に事情を説明してみたのですが、

全く取り合ってくれず話になりませんでした。親の都合で娘の夢を壊

してしまうことは避けたいと思うのですがどうすればよいでしょう

か。

ＰＯＩＮＴ

✓ 「子の利益のため必要があると認めるとき」に、親権者変更

の審判を申し立てることができる。

✓ 子が15歳以上の場合は、子の意見をしっかりと整理し表明す

る。

✓ 子どもの手続代理人制度も活用し得る。
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奥田先生

〔52〕 DVが原因で離婚したが、元配偶者が現住所を知りた

がっており危険を感じるため、今後居場所を知られたく

ないとき

Case 私は、３年前に結婚しましたが、１年前、私が営業の

仕事に就いて、取引先との付き合いが増えると、元配偶

者は証拠もないのに不倫を疑うようになり、私を束縛するようになり

ました。やがて、元配偶者は、私に対し、顔を叩く、身体を蹴る等の

身体的暴力を振るうようになりました。私と元配偶者との間には、２

歳の子がおり、このままでは子のためによくないと考え、元配偶者と

話し合い、２週間前、元配偶者と協議離婚をしました。子の親権者は

私になりました。そして、私は、４日前、子を連れて引っ越したので

すが、引越先は元配偶者には教えませんでした。ところが、昨日、元

配偶者から電話があり、「昨日の夜に私が誰かとホテルに入っていく

のを見た。不倫していないというのは嘘だった」、「慰謝料を払え」、「子

供とも会わせろ」、「今からそっちに行くから住所を教えろ」等と言っ

てきました。私は、危険を感じ住所を教えませんでした。元配偶者に

居場所を知られたくないのですが、今後、どのように対応したらよい

でしょうか。住所の変更の届出はまだ出していません。

ＰＯＩＮＴ

✓ 元配偶者に居場所を知られることによる危険性（リスク）は、

①暴力の内容や、②元配偶者の性質等から客観的に評価する。

✓ 新しい生活の場所を知られないためには、住所の異動の届出

によるリスクや住所以外のリスクに対する対策も検討する。ま

た、安全な窓口として代理人弁護士の選任と受任通知が有効な

対策の一つとなる。
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奥田先生

ウ 安全な窓口の設定（代理人弁護士の選任と受任通知）

元配偶者に居場所を知られないためには、安全な窓口を設定し、こ

れを元配偶者に伝えることも対策として非常に有効です。具体的に

は、代理人弁護士を選任し、元配偶者に対して受任通知を送付しても

らうことです。

元配偶者が被害者に対して何らかの要求や連絡がある場合、代理人

弁護士から受任通知が届けば、元配偶者は被害者の居場所を探さなく

ても済むようになります。

そして、元配偶者に居場所を知られないためにとり得る対策の取捨

選択も、代理人弁護士を選任することで随時相談して助言を受けるこ

とも期待できます。

ＭＥＭＯ

〇危険性（リスク）を評価する際に相談者の主観に委ねることは

妥当か

危険性（リスク）を評価する際、これを相談者の主観に委ねること

は妥当ではないと考えます。DVの被害者には、何度も暴力を受けて

いて危険な状況にあるにもかかわらず、依存や無力感などから自分自

身で別れる判断ができない場合もありますし、その一方で暴力を受け

たことで一時的に過剰反応していると思われる場合もあります。どの

ような対策をとるかは最終的には、相談者自身が決めることであると

しても、客観的に危険性（リスク）が高い場合には相談者が元配偶者

から離れられるように支援する態度が必要ですし、逆に、客観的に危

険性が高くない場合には過剰反応している相談者を落ち着かせて冷静

な対応に向かわせることも必要です。
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